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「三田学会雑誌」84卷特別号一I (1991年9 月）

国 家 の 理 論

田 中  宏

序

国家の活動は国民の生命• 財産の保全を本来の目的とするが，それはどのようにしておこなわれ

るか，それは権力を行使することによって遂行されるといわれるが，そのメカニズムはどういうも

のかO これが本稿の問題であるが，この問題に答えるにはその前に準備として，なぜ権力行使が国

家活動に必要不可欠なのか，また権力行使とはどういうものか， といった基本問題に答えなくては

ならない。これらの問題に逐一答えながら国家についての一貫した理論を提示することにしたい。

周知のように経済学には消費者や生産者の行動の理論があるが，それらとある意味では同様な，

ひとつの行動主体としての国家の理論があることが望ましいし，また必要でもある。つまり消費者

や生産者の理論は人々の選択行動を基礎とするが，これと同じ想定に立った国家の理論があった方

がよいし，またなくてはならない。

政治学では主として国家活動と政治権力とが不可分のものとして考えられてきた。 しかし両者が

不可分であることがどのような理由によるかが必ずしも明確にされたとはいえず，また議論の基礎

となる政治権力あるいは権力一般について十分な理論の展開が見られなかった。そのために権力行
( 1 )

使を不可欠の契機とする国家活動のメ力ニズムが明らかにされないままになっている。私見では， 

その原因は政治学者が個々の主体の選択行動を議論の基礎に導入することが不十分であったことに 

ある。

他方，経済学者は従来と同様に個々の主体の選択行動を基礎に置きながら，その分析対象を市場

のメ力ニズムから非市場的意思決定へと広げてきている。この非市場的意思決定に対する経済学的

アブP —チは公共選択論と呼ばれている。この公共選択論を指して，その分析手法は経済学と同一
( 2 )

であって，その分析対象は政治学と同一であるとする論者もいる。このことから察せられるように，

この分野での国家に関する論及も若干ある。しかし，これらの分析といえども確固とした権力理論
(3 )

を欠くために事柄の核心を衝くものとはなっていない。

注 （1 ) 例えば，Bosanquet (1899/1958)，Laski (1935)，Mabbott (1947), Barker (1951)，D’Entreves 
(1967)，Almond (1 9 8 8 )を参照。

(2  ) Mueller (1979，p .1).
( 3 )  Atkinson =  Stiglitz (1980, pp. 336- 343)，Mckenzie =  Tullock (1978，pp. 75-83, pp. 340-343), 

Phelps (1985, pp. 201-231), Whynes =  Bowles (1981, pp. 1-9).



これら従来の業績の欠点を是正すること，すなわち個人の選択行動を基礎とする権力の理論をま 

ず提示し，その上に国家活動のメ力ニズムについてのモデルを構築することが本稿の目的である。 

ただし本稿では，あるがままの国家活動ではなく，本来の姿の国家活動を念頭においている。その 

意味では p o s i t i v e というよりn o r m a t iv eな理論を提示することになる。 以下， 第一節では権力 

の定式化を，また第二節では権力行使が正当化される情況，いわゆるソ一シャル•ディレンマを説 

明する。第三節では国家がその活動のためにどのようにして権力を行使するか，またいかにそれが 

正当化されるかを論じ，第四節では国家の規模の決定のメ力ニズムを考察する。

なお，本稿では権力と強制力とを同一の意味で用いている。

主体 ^ !が主体万に対し権力を持つとはどういうことか。 ダールによると， モれは ^ !が忍をして S
のしたくないことをさせることができる， ということである（Dahl, 1957，p.203)o この定義は十分 

説得的であるが，では何を操作すれば4 は5 にそうさせることができるのかと言えば，その点につ 

いてはダールは何も触れていない。この点について明確な規定をしたのはハイエクである。彼によ 

れば，それは5 の重要な与件（the essential d a t a )を操作すること（Hayek，1960, p. 1 3 9 )である。 

ハイエクの主張はまことに事態の核心を衝くものであるが，残念ながら彼はこれ以上議論を展開し 

ていない。そこで，われわれは両者の主張をヒントにしながら以下独自の議論を示そうとおもう。

まず主体万の行動についてであるが，5 は合理的に行動すると想定しておこう。つまり五は与件 

の枠内で複数の選択肢の中から最適のものを選択するということである。すると，与件が変化すれ 

ば，彼の最適の選択肢も変化すると考えられる。ここに与件のあり方と最適選択肢とは一対一で対 

応すると想定してよいであろう。例えば，雨の日には人は雨傘を持参し，晴の日には持参しないと 

いうのが，彼のそれぞれの場合の最適の選択肢である。彼にとって天候のあり方は与件であり，雨 

傘を持参するかどうかは彼の選択に任される事柄である。このことから容易に知られるように，彼 

の最適の選択肢は与件のあり方に依存している，つまり与件の関数である。

召の与件は数多くあるが，いま単純化のため 4̂ の操作しうる丑の与件はただひとつX であるとし， 

A によるその操作の度合を》( 2 0 ) とする。4 の操作の度合が高まると， x が正の方向に大となり， 

Z の操作の度合がなされないことをで示すことにする。また5 の操作しうる変数を2 /とする。 

この:y の値は5 にとっての選択肢のあり方を示すもので，最適の選択肢はその中の特定の値で表わ 

される。先の例で言えば，天候の晴か雨かがa；のとる特定値，雨傘を持参すべきか否かの選択肢が 

1 /の特定の値で表示される。なお， 2 /は非負とし，5 によるその操作の度合が大であれば，それは 

の値が正の方向に大となることで以て示されるものとする。さて， 5 の純効用6 は :》と？/の関数 

として次のように書かれる。

注 （4 ) 詳細な議論については拙稿（Tanaka, 1989，p p .199- 2 0 6 )を参照のこと。



b^x,  y}^=vQx, ŷ ) — vcQx, y).
ここにy は5 の効用関数を，がは効用で表示された5 の機会費用である。5 がその変数汉を操作す 

る度合が大となると，それは5 の効用を通減的に増大させる，すなわち，ら> 0，V y y < 0 . 同時にそ 

れは通増的に機会費用を増大させる，つまり W > 0，v cyy>0. A が5 の与件を操作する度合a;を高 

めると，それは一方において万の効用を減じ，また5 にとっての機会費用を増大させる。つまり办 

< 0，^ > 0 . 他方，それは，5 が！/ を操作することの限界効用を減少させるとともに5 の限界機会 

費用を増大させる。すなわち， く0，u“ > 0 . 以上をまとめて仮定しよう。要約すると，

2̂ 〉0，Vx ̂  0) ” yy く'0, く 0.

VCy>0, VCX>0, VCyy>0, Vyx >0-
これらの仮定から次のような5 の純効用の性質が導かれる。

b x ~ V x  一 V j: く 0，b y y —  V y y  一 V v  !/ b y x  V y X  _ V y  x  "\0.
さて万は与件の下で最適の選択肢を選ぶ，つまり自己の純効用6 を最大にするようにWを所与と 

して最適の？/ の値を決定するとしよう。すると一階の条件は，

bv( . x ,谷X c c ，y 'y -vK.x ,  y )=0 .  Cl-1)
であり，二階の条件は，

byV(X, y}  = VyyCX, V~) ~  Vl V<,X, V~) <0. (l~2)
であるが，これは既に仮定によって満たされている。（1 - 1 ) は任意の:c に対し，最適値?/が対応し 

ていることを意味する。先に述べた与件と最適選択肢の一対一対応の関係である。かくて（1-1) を

y=y(.x')
と書き， y は :c の一次関数としよう。（1 - 1 )から，

d K x ,  yC x ) ) / dx= bxCx, yCx^+bydx ,  yO c)) . dy /d x
= b x i x ,  y ( a O )く0 .

を得る。すなわち5 の純効用はでの減少関数である。4 の介入が高まると，5 の情況は悪化するの 

である。 d b / d x > Qの場合は利益誘導にあたる。権力ないし強制力と利益誘導とは影響力の二つの 

形態である。もしd b / d x = 0が任意の ;c の値について成立するならば，それは5 が 4̂ によって全然 

影響をこうむらないことを示す。この場合与件X はハイエクの意味では “not essential” というこ 

とである。

ウェーバーによると，権力とはある主体A が自己の意思を相手5 の意向に杭して遂行できる確率 

である（Weber, 1947，s. 28)。この場合の「相手の意向に抗して」（gegen W iderstreben)という文言で 

あるが，万の抵抗があるのはA の介入が5 の情況を悪化させるからである。4 の介入がJ5の情況を 

改善するならば，5 は抵抗するはずはない。ダ一ルのいう4 が万に5 のしたくないことをさせると

注 （5 ) 機会費用の導入はハーサニー（Harsanyi, 1962, p. 6 8 ) による。本論では機会費用を4 に よ る の  

与件操作に関係づけているが，ハーサニーはそのようにはしていない。そもそも彼には与件操作とい 

うことが念頭になかった。



いうときの，_6 のしたくないこと（“something B  would not otherwise do” Dahl, op. c i t . ) も，それ

が万の情況を悪化させるからであると解釈できる。

いま4 にとっての5 の与件の最適な操作の度合をとしよう。すると，y C x * )は 4̂ が5 にさせ 

たい万の行動を示す。さて，この場合5 の情況は 4̂ の操作がない場合より悪化するのである。つま 

り 6(0, yC 0^> bC x\  であるから，y(：x * ) はまた5 がしたくない行動であるとも解釈でき

る。なお，

bCO, yCO^—bCx*, yCx*)~)
を 「5 に対するA によるペナルティー」と考えることは自然であろう。 d b /d x > Q ならペナルティ 

一はマイナス，つまり利益誘導であり，d b /d x  = 0 ならペナルティ一はゼロである。

で は W の値を/ ! はどのようにして決めるのであろうか。 4 は5 の行動を自己の情況を改善する 

ための手段として考える。このことは 4̂ の効用が5 の行動2 /に依存することを意味する。 しかも 4̂  
は5 の行動? /がその与件^ :に依存していること，そしてその与件をA 自身操作できることを知って 

いるとする。もとより5 の与件を操作するには 4̂ は時間や労力の投入という犠牲を払わねばならな 

い。すなわち機会費用がかかる。このように考えると， 4 の純効用a は最も単純な形で書くとすれ 

ば，結局以下のように表示されるであろう。

aQx') = uCyCx')) — uc(ix')
ここにMはv4の効用，がは効用表示のA にとっての機会費用である。与件操作は 4̂ の効用を通減的 

に増加させること，また与件操作の機会費用は逦増的に増加すると想定することが_ 然であろう。 

以上の仮定を要約すると，

du/dx>0, d 2u /d x2 <0, duc/ d x >0, d2uc/ d x 2>0.
となる。4 は自己の純効用を:c を操作することで最大化しようとするとすれば，その一階の条件は

du/ dx  =  duc/d x
であって，この式からが求められる。つまり5 の与件操作の^Lにとっての最適の程度がきめら 

れる。4 の純効用最大化の二階の条件は，

d2u /d x 2 く dhi” d x 2
であるが，これは先の前提によって満たされている。以上が 4̂ が5 に対し権力行使をすることの定 

式化である。この定式化が常識とどれほど合致するかを見るためにひとつの事例をあげる。

Z 国が5 国の第三国への侵略を阻止するため5 国への食糧供給の制限をする事例を考える。まず 

厶国は食糧を4 国のみから輸入していて，その量の多寡に応じて侵略すべきか否かを決定する。つ 

まり輸入量が多くなれば5 国は侵略を，輸入量が少なければ侵略しないことをそれぞれ最適の選択 

とするとしよう。5 にとって食糧の輸入量は与件であって，その与件のあり方と最適選択肢とは 

一対一で対応している。 さらに 5 に と り食糧の輸入量の多い方が少ないよりもb e t t e r である。つ 

まり食糧の輸入量の削減はその自給が不可能なために召をw orse-offにする。他方，A は召への食 

糧の禁輸の量を操作できる。その量を多くすると万国は第三国への侵略が最適の選択肢でなくなり，



かつ5 は w orse-offになる。X は万の与件とそれへの反応の関係を知っていて， しかも5 の侵略の

阻止を望ましいとしているとしよう。その望ましい情況を実現するには5 の与件の操作の度合を大 

きくする必要がある。が，そのために機会費用の増大を 4̂ は覚悟しなくてはならない。4 はこの犠牲 

とB の侵略阻止の便益とを比較してB の与件操作の最適の度合一禁輸量を決定する。その度合がゼ 

ロならば禁輸を断念し，プラスならば断行する。プラスの場合S はそうでない場合に比してworse- 
off になる。 この情況のw orse-offということこそ>1の5 に対して行なったペナルティ一である。以

上よりわれわれの定式化が4 の5 に対する権力行使ということを説明できることがわかるであろう。
( 6 )

さて 4̂ をグループとし，5 をその個々の構成員とするとき4 は5 に政治権力を行使しているとい 

うことにする。そもそも政治とはなにかという点について数多くの規定があるが，ここではその詳 

細な検討に立ち入らずに端的に次のように考えておく。政治とは所与の目的を集団行動によって達 

成することであるが，そのとき個々の人々を集団行動に駆り立てるのは権力ないし強制力であるこ 

とを不可欠の契機とする。 換言すると，政治とは人々に強制力ないしは権力を用いて同一の戦略 

(s tr a te g y )をとらせ，それによって所与の目的を達成することである。このように政治を問題解決 

の一方法であると考えるのであるが，この規定と政治権力の規定とは互いに両立するものであるこ 

とは明らかであろう。この政治権力がいかなる場合に正当化され，いかなる場合に正当化されない 

かを明らかにしなくてはならないが，それは解かるべき問題との関係を吟味することによってはじ 

めて可能となる。すなわち問題とその解決方法が適合しているか否かを考察しなくてはならないの 

である。

[ 2 ]

本節では政治権力の行使が正当化されるのはどのような論拠によるのかを検討する。つまりひと 

つの行動主体としてのグル一プがその個々の構成員の純効用をその与件を操作することによって減 

少させることがどのような場合に正当化されるのかということである。その答えは簡単にいうと次 

のようになるであろう。まず第一に，各成員の純効用を一時的に減少させても，それによって，そ 

の減少を補なって余りある将来の純効用の増加が見込まれること， しかしながら第二に，各成員に 

その一時的な犠牲を払う誘因がないこと，のニ点が成立する場合である。このような場合について 

少し詳しく見てみよう。

いま，ひとつのプロジェクトがあって，その便益を得るには人々はコストを支払わなくてはなら 

ないが，いったん便益を享受してしまうと，また同種の便益はそれ以上はいらないとしよう。以下 

次の仮定をおこう。

⑴ い ま ，そのコストを各自で均等に分割して負担することを前提にして，そのプロジ:n クト

注 （6 ) ここにグループとは共通の利益をもつ人々の集合（a set of individuals with a common interest) 
を い う （Olson, 1968，p. 8)。



の便益を共同で享受した方がいいかしない方がいいかというとき，享受した方がよいとする人が

w ( ^ 2 ) 人であるとしよう。そのw 人の人々の集合をサイズw のグル一プと呼ぼう。

(ii) メンバーが享受する便益は分割不可能（in d iv is ib le )とする。すなわち，その便益はいった 

ん提供されると，コストを分担しないメンバ一でも等しく享受できる。

( i i i )各メンバーの選択肢はふたつ，つまり協力（プロジ= クト実現のための費用分担に応ずる）か 

非協力（その費用分担をしない）かである。 そして彼の選択はプロジヱクト実現に対し決定的な効 

果は持たない。すなわち彼が協力しようと非協力であろうと彼の得る便益の多寡に目立つような 

効果は及ぼさない。もし他のメンバ一全員が協力すれば，彼が協力しようとしなかろうと，その 

便益を享受でき，もし他のメンバーがすべて非協力ならば，彼単独で便益を提供できない。 

このような情況下では各メンバーは非協力の選択肢をとる。つまり費用分担を拒否する。その結

果，プロジェクトは実現されずに終わる。このような情況をソ一シャル •ディレ ン マ （social dilem
mas) という。そこですベてのメンバーはあらゆる点で同一であるということを仮定して上記のこ 

とがらを記号で表現してみる。

ひとりひとりのメンバーの利得（p a y -o ff)を効用で表示するが，その利得は彼自身の選択と他人 

の選択に依存すると考えるのが自然である。いま彼が自分を除く — 1) 人が協力すると

予想しているとしよう。そこで彼が協力するときの純利得をc ( m  +  l )，非協力のときのそれをゴ 

( m ) で表わすことにする。ここに力ッコの中のm  +  1，m はそれぞれの場合の協力する予想人数を

示す。また純利得とは利得から一人あたりの分担費用 それは foregone u t i l i t y として表示され

る—— を差し引いたものである。さて，次のふたつの条件がすべてのメンバ一について成立すると 

き，それをソ一シャル •ディレンマという。

これはド一ズ（Dawes, 1975，pp. 8 5 - 9 0 )による定式化である。 彼の説明は余りに簡単であるから 

若干の説明を以下補足しておく。

条 件 （2 -1〕は⑴の文言を表示したものである。すなわち全メンバーの情況は，全員が非協力で 

ある場合よりも協力した場合の方がよいということである。（2 - 1 ) を満たす c ( « ) を共通の利益 

(common in te r e s t)ないし公益（public in te r e s t )と呼ぶことにする。但しド一ズはこのような命名 

はしていない。条件（2 - 2 ) は(ii)と胆)の文章を表現したものである。つまり個々のメンバ一は，他の 

メンバーがどうしようとも非協力の途を選択する。換言すれば，個々のメンバーは，公益を達成す 

る上でフリー . ライダ一になることを選択する。もし(iii)の文章を変更して個々のメンバーの選択が 

ゲームの結果を左右するほど有力であるならば，（2 - 2 ) の不等号の向きは逆転して，c ( w + l ) 2 ゴ 

( m ) となるであろう。このときフリー• ライダ一になる者はおらず， したがって公益が自発的に 

達成される。このようなケースはソーシャル • ディレンマと呼ばない。（2 - 1 ) と （2 -2 ) とが成立

c (w) >  d  (0 )
c C m + 1 ) <  d  Cm) 1).

(2-1)

(2-2)

するソーシ ャ ル • ディレンマの情況は集団合理性と個人的合理性が排反する情況であり，（2 -1) と



c C m + l ) ^ J C w )とが成立する場合はこの両者が両立する場合である。以下， ソ一シ ャ ル •ディレ

ンマの一例をあげる。それはメシック=オ ル ソ ン （Messick, 1973，p p .145- 146. Olson, 1968, pp. 43-52. 
Dawes, 1975, pp. 100-102) の union g a m e である。仮定は以下のとおりである。

( a ) 組合がその活動目的を仮に達成するとすれば， 《人の人がひとり当り6 だけの利得をその 

活動から得るとしよう。

( 卢）そのw 人の各々がその組合に加入しようとすればひとり当り一定額んを支払わなくてはな 

らない。

( r ) 組合がその活動目的の達成に成功する確率は加入者数をメンバ一の数つまり利便享受者数 

Wで割った数に等しい。

各メンバ一の，組合へ加入することの期待値は，他のW人のメンバ一が加入するとした場合には，

C (m +l)/n )  b—k
である。他方，同じ条件の下で彼が組合に加入しないことの期待値は

(m /n) b
である。

各メンパ一は

QQm+1')/b~ k — Qm/n)b<.0
すなわち

b/n—k<0
であるならば，またその場合に限って組合に加入しない。結局組合活動の目的は実現せずに終わる。 

いま

c ( w + l )  =  ( (w + l ) /w )  b—k
d 产、mlrC) b

とおくと，

c (.n) = b—k, d  (0) =  0 
c im + V )—d (,m) = b /n—k

を得る。もし

kく b く nk
ならば，またその場合に限って（2 - 1 ) と （2 - 2 ) が満足され，ソーシ ャ ル • ディレンマが成立する。

ところで個人の生命 . 財産の保全のサ一ヴィスは公益あるいは共通の利益にあたる。ホッブス 

(Hobbes, 1651, pp. 8 0 - 9 3 )によれば自然状態とは万人の万人に対する闘争状態であって，そこでは 

個人の生命 • 財産の保全は期し難い。個人はふたつの選択肢をもつ。矛をおさめるかおさめないか 

である。前者の利得をC , 後者の利得をゴとすると，すべての個人（《人）が矛をおさめれば和平 

c ( w ) がおとずれ，各人の生命 • 財産は保全される。それは皆が矛をおさめずにいる情況ゴ（0) よ 

りはよい。他に矛をおさめる人（w 人）がいるとすると，それだけ和平は近くなり，その余得は各



自に矛をおさめようとするとき（c ( m + l ) ) にも矛をおさめないときにもG/(m) ) 及んでくる

自分一人が矛をおさめたところで，それだけで和平が達成されるものではない。むしろそれは他か 

らの侵略を招く恐れが多い。かくて各人は矛をおさめようとはしない（c ( w + l ) くゴ（w ))。これは 

まさにソ 一 シ ャ ル •ディ レンマであって， 生命•財産の保全のサ 一 ヴ ィスは公共財である（Feeley, 
1970, pp. 505-519, Orbell & Rutherford, 1973, pp. 501-510, Moss, 1977, pp. 256-272)。

[ 3 ]

前節では，公益ないし共通利益が構成員がフリー.ライダーをきめこむことによって実現されず

に終わることを説明した。もしすべての構成員がその共通の利益を強く望んだとき彼等はその実現

のためにどのような方法を講ずるであろうか。当然のことながら彼等はルールを設定し，それにも

とづいて個々の構成員をして強制的に公益実現のために協力をさせようとするであろう。強制力を

行使する主体はグループの構成員全体の結託—— これを 4̂ であるとする—— であり，強制力を行使

される対象は個々の構成員—— これを5 であるとする—— である。これは先述の定義により主体4
が主体万に対し政治権力を行使するということである。以下，政治権力が行使されるメカニズムを

(7 )
考察してみよう。

いま4 が操作しうる5 の唯一の与件を尤とし，その操作の程度をa: ( S O ) で示す。そして操作の 

程度が犬になることを:c の値が正の方向に大であることで表現する。5 の純効用は彼が非協力の途 

を選択したときはゴ（m，a O で表わされるとする。これは万が任意の与件のあり方a;の下で自分以 

外のm 人が協力すると予想した上で非協力をしたときの利得である。そしてそれはa;の値が大とな 

るについて減少するものとしよう。単純化のためにそれを

d (.tn, x ) / d x = —hくQ
と書く。ここにみは正の定数とする。なお与件の操作がないときの5 の非協力の利得はr f (m ，0 )  
である。なお議論の単純化のために与件の変化は5 の協力の利得にはなんら影響しないと仮定して 

おく。するとソ一シ ャ ル .ディレンマは次のように書き直される。

c ( n )  >  ゴ（0, 0 )  n ^ 3  (3 -1 )
c C m + 1 ) <  d(.m, x )  1 , 0 ^ x < x e (3-2)

ここにがとは c ( m + l ) = ゴ（m, a O を満たす》の値であり，また d ( 0 ,  0 ) > 0 であるとする。上 

の不等式は公益が潜在的に存在すること，下の不等式は各メンバーが公益実現に際してフリー•ラ 

イダ一の途を選ぶことを示している。もし与件の操作の度合が：ce 以上になるならば，c ( m + l ) g r f  
( w ,ズ）となってフリー• ライダ一はなくなり，公益は実現されることになる。ここでもうひとつの 

伖定を添加しよ弓。それは，他の事情にして等しいかぎり協力するメンバ一の数が増加するにつれ 

て， c との利得が同じ額ずつ増加する。つまり

注 （7 ) 本節は拙稿（Tanaka, 1986，pp. 4 4 -4 6 )を多少修正したものである。



dc Q m + l ' ) / d m = d d  (.m, a ; ) /3 m >  0 (3 -3 )
というものである0 これは議論の単純化のためのものだが，その結果m の値が変化してもがの値 

は不変であるということになる。

さてA の行動を説明しよう。4 は w 人のメンバ一からなるものだから， 4 の利得は各メンバー5  
の利得を基に得られる。その5 の 利 得 は の 場 合 に は c ( w + l ) 2 r f ( w ,  x ) であって，各B は 

協力の途を選ぶから，その各5 の行動が合成された結果，グループ全体としてn c Q n )の利得（効用 

表示）を得る。また O S ® < a ;e の場合には c ( m + l ) くゴ（w ，x ) が成立するから，各5 は非協力の 

途を選び，その結果グル一プ全体の利得はm /(0 , a O となる。すなわち4 の効用表示の利得はna  
O ) で示される。ここに

f c in)  x ^ x 6
a 0 ) = 1 d  (0, x~) 0 S x < x e

である。

他方，A には各5 の与件X を操作するためのコスト，いわゆる機会費用がかかる。その額はズの 

操作の度合が増加するについて増大すると見てよい。この4 の 機 会 費 用 は で 表 わ す こ と に  

する。ここにe ( x ) とはメンバ一が各自均等に負担する額の効用で，いわゆる foregone u t i l i tyで 

示され，次の性貢をもつと考えよう。

e (0 )= 0 , de (.x')/dx>0, d2e Coc~)/dx2=0.
4 は純効用表示の純利得をa;を操作することで最大化しようと試みると考えるのが自然である。 

すなわち，

Max n ia { x ^ —e (a;)]
である。その最適解をビとすると第 1 図から明らかなとおり，次の結果を得る。

c{ .n )—e( .xe')^d (S i ,  0 ) のとき o;* =  a;e
cCm )—e ( ic e) < ^ ( 0 ,  0) のとき a;’ = 0

ピニダのとき，召は協力の途を選ぶから，その行動が合成されると，共通の利益が実現する。こ 

の場合 4̂ による5 に対するペナルテイ一尸の大きさは

P ^ d  Cm, 0) —rf(m, x*~)
= h .x*

である。ここで尸はw から独立であり，e ( a O は5 の選択に対しなんらの効果を及ぼさないことに
( 8 )

注意したい。も し で あ れ ば ， 4 は5 の与件を操作する誘因はなぐペナルティーはゼロ，そ 

の結果共通の利益は実現されずに終わる。

さて各メンバ一が共通利益を欲求する度合の大きさはc ( M ) とゴ（0，0 ) との差で示されるが， 

それが大であるほど，また与件操作の1 人あたりコストの負担額はeO ce) で示されるが，それが

注 （8 )  B の協力，非協力利得は正確にはc ( w + l )  —e ( a : ) と d ( m ,ズ）一e (a；) と書くべきであろう。し 

かし両方のe ( ; r )は相殺し合うので，c ( w + 1 ) と d (m, x ) との比較をすればよい。



第 1 図

A の行動 „ 6 ( , )

c, d

B の行動

小であるほど共通利益は実現されやすくなる。

以上の議論では，各メンバーS にとって与件であるところのものが， メンバー全員の^!の観点か 

らすればコントロール可能なものであるとされている。完全競争下の市場経済での価格は消費者や 

生産者の主体的均衡の理論では外生変数として，他方市場均衡の理論では内生変数としてそれぞれ 

扱われる。上記の議論はこれと軌を一にしているのであって，5 の行動理論は主体的均衡の理論に， 

4 の行動の理論は市場均衡の理論にそれぞれ対応しているのである。

ここでw 人の人々の公益ないし共通の利益をば彼等の生命• 財産の保全のサーヴィスとしよう。 

それを実現させるためにグル一プ全体が洁託してグル一プ内の各メンバ一に対し権力を行使すると 

き，そのグループは国家，グループのメンバーは市民， グループの意向を体し権力を行使する代理 

機関が政府である。つまり以上展開してきた理論は国家が政治権力を行使するメ力ニズムにかかわ 

るものである。 ホ ッ ブ ス （Hobbes, 1951/1955, p. 1 1 2 )の文言「コモンウェルスは彼等の平和と共同

防衛のために彼等の武力を ........ 用いることができる」や ロ ッ ク （Locke, 1690/1967, p. 286) の政治権

力の規定，「法を制定したり… …実施したり，外敵からコモンウ：n ルスを防衛する等，すべて公共 

の福祉のために，共同社会の武力を用いる権利」，を見ても政治権力の根源を市民の力に，また政 

治権力の行使の目的を公益の確保においていることは明らかである。われわれの政治権力の定式化 

はホッブス= ロックの考え方の延長線上にある。

—— 4 1 ——



〔4 〕

前節ではグループの規模》は所与とされていた。 しかし，規模は最適化行動の結果であると考え 

る方が自然である。本節ではこの問題を取り上げる。つまりグループの規模，いまのケースでは国 

家の最適規模はどう決定されるかについて考えてみようとおもう。

グル一プの規模を明不するために，c ( m + l ) と d  On, Xs) をそれぞれc (m  +  1 ; n ) と dXm, x  ; 
n ) と書くことにする。すると公益はc ( « ;  w )，また公益に対する人々の欲求の強さはc (w ;  « ) — 
dCO, 0 ;  n ) で示される。さて，次の式

c i m + 1 ; n) = d  Cm, x  ; n) (4-1)
を満たす :c の値を：ce とすると，x e は桃とw との関数である。 しかし，（3 -3) より明らかなように 

m の変化はa:e になんらの効果も及ぼさない。 したがって， は《のみの関数になる。

さて，どのようなグループについてであれ，他の事情が不変なかぎり， グループの規模が大きく 

なるにつれて，公益を実現する上で，ますます多くのメンバ一がフリー• ライダ一になろうとする。 

これはオルソン（O lso n ,1968，p. 4 4 ) の強調する経験的事実である。そこで，この事実を受け入れる 

として，次のような仮定をおくことにする。すなわち， グループの規模が大きくなるにつれて， c 
とゴの利得はともに減少するが， C の減少の幅がゴのそれを上回るものとする。つまり，

dc C w + 1 ; n ) /d n  < dd Qm, x  ; n ) /d n  ^  0 (4 -2 )
である。（3 - 3 ) と （4 - 2 ) を念頭におき，（3 -1) を全微分すると

dx e (,n)/dn > 0 (4-3)
を得る。すなわち，グループの規模が大きくなるにつれて，メンバーを協力させるに必要最小限の与 

件操作の程度は増大する。また各メンバーへのペナルティーは前節で明らかにしたようにみ 

であるから， w の増大につれて増大する。さらに

de Q xK n)') /dn=de (.xein ) ' ) /d x e(i.n)'dxeQn)/dn  >  0
である。つまり与件操作のコストのメンバー1 人あたりの負担は《の増加につれて増大する。とこ 

ろでグループ全体A はその公益からその実現に必要な機会費用を引いた差額が最大になるようにそ 

の規模を決定するとしよう。ただし，この場合公益への欲求の強度がその実現のための機会費用を 

上回っていなくてはならない。つまり，これは記号で示すと，

M ax n  [c Cn; n )  — e Ca；eC «))]
s. t. c ( n ; n ) —e dCO, 0 ; n), n ^  3

である。

いまその内点型の均衡値のみがただひとつ存在すると仮定すると， それは次の条件を満たさ

なくてはならなし、。

d [nc (jn; n ) \ l d n = d  [ne i x eQn)^/dn.
—— 42—— -



これを書き換えると

c Cn; w )(l—わ= e  (x e(M))(l +  " ) (4 -4 )
ここに

— [dc Cn; n)/c  i n ; n)\IYdnln\ >0.
卢= [de CxeCn)')/e CxeCn~)̂ )] /  [dn/n] >0.

である。方程式C 4 - 4 )より w *は決定されるのであるが，それは第2 図に示されている。そこでは 

単純化のために

d2c Cw; n)/dnir=Q, d2xe{n)/dn2=Q
が仮定されている。最大化の二階の条件は，これらの前提により満たされる。

さて，（4 - 4 ) の右辺は正であるから左辺も正でなくてはならず，かくてスは1 より小でなくては 

ならない。 ところで，いったんグループの最適規 模 ；/ が定まると，各メンバ一に科されたペナル 

ティーは

d Cm, 0; n*)—d On, a:e(«*) ; n*') =  h, xe(.n')
である。

以上はどのような公益についても成立する議論であるから，ここで公益として人々の生命•財産 

の保全のサーヴィスを考えるならば，そのサーヴィスを確保することを目的としたグループの最適 

規模が国家である。いま地球上の人間の数を一定の数W であるとすれば，国家の数は iV/ ボ とい 

うことになる。 の値の変化によって国家の数は変化することになるが，そもそもW を変化させ 

る要因はなにか。

国家とは定義から明らかなように相互防衛のための結託である。もし共通の敵に対するメンバー 

の恐怖心が減じ， メンバ一間の不信の念がそれに代って生ずるとすれば，その結託は解体して相互 

に 争うより小さな結託が数多く生ずる。つまり小さな国家群が生じてくる。第二次大戦後のイ ソド 

がその例である。インドは英国より独立したが，さらにそのインドからパキスタンが，またパキス 

タンからバングラディシュが独立している。こういった事実をどう説明すべきか。



共通の敵への恐怖心がなくなり，代ってメンバ一相互間の不信の念が生ずるとするならば，それ

はわれわれの用語では，各メンバーが以前よりもフリー . ライダ一になりたがることと表現する。

っまり非協力の利得が上昇する。したがって，c ( 所+ 1 ; n) = d  Cm, x  ; n ) を満たすa;e が任意のw
の値にっいて上昇する。よって，第 2 因 の e ( ; c e( w ) X l十/0 の直線が上方に移動するから， w* が

( 9 )
減少する。このように説明することができる。

逆に共通の敵に対する恐怖心が増し， メンバー相互間の不信の念が和らぐと，それは非協力の利 

得が減少するから，がは減少し，それによって eGce( w ) ) ( l + ; 0 が右下方に移動するから，w は 

増大する。日本における明治維新やE C といった国家統合の動きはこのように説明できる。

周知のように全地球的規模で環境破壊が進行中である。温暖化，酸性雨，オゾン層の破壊がそれ 

であって，これらを放置するならば人類は破滅する。これらの進行を食い止め，生命の安全を図る 

ことは地球上の全人類の共通の利益になる。この共通の利益を人々が強く欲求すればするほど，わ 

れわれの理論によれば，そのことは非協力の利得の減少， したがって；/ の増大をもたらし，その 

極 限 は n* = N , っまり世界国家の出現になる。

逆に人々が相互に不信の念を持っ度合が極限にいたって，あたかも一人一人が敵同志であるよ 

うな情況では，《*，っまり国家の規模は最小限となり，国家の数は最大となる。 これがホッブス 

くHobbes, 1651/1955, p. 8 2 ) のいう「万人の万人に対する闘争状態」である。

結 論

主体A が主体5 に権力を行使することを，4 が自己の純効用を最大化する目的で5 の与件を操作 

してその純効用を減少せしめることと規定する。4 をグループとし，5 をそのグループの任意の個 

々のメンバ一とするならば，それが政治権力の行使である。

政治権力の行使が正当化されるのは，それがソ一シ ャ ル • ディレンマからの脱却:こ使甲される場 

合である。ここにソーシ ャ ル • ディレンマとは公益が潜在的に存在するが，その実現において各メ 

ンバ一がフリー• ライダ一になってしまい，結局公益が実現されずに終わる情況を指す。公益の実 

現をはかるには，個々のメンバーがフリー•ライダーになるのが割りに合わないように個々のメン 

バーの与件をグループ全体が意図して操作することである。ここに与件操作の程度は，公益からの 

グル一プ全体の純効用と与件操作の機会費用（効用表示の）の差を最大化するように定められる。し 

たがって，公益を /  Z パーが飲求する度含が商ければ高いほど，またフリ一 • 7 イダ一防i t の費用 

が小であればあるほど公益は実現されやすくなる。

注 （9 )  n * の減少は c ( m + l ; « ) と a;; n ) とを増加させるが，前者の増加の幅は後者のそれより 

大であることは（4 -  2 ) より知れる。 したがって，W は減少するから，第 2 図を用いると e (a；e U ) )  
( l  +  j « )は下方にシフトする。その結果，n * の値は増大する。このように；ce と《との相互作用が続 

くと，事態はどうなるか。体系が安定的であるかぎり，最終的にはW は増加し， は減少する。こ 

こでは体系が安定的であることを想定している。



生命 •財産の保全のサーヴィスを公益ないし共通の利益とするグループを考え，それが公益を実 

現するためにひとつの結託として各メンバ一に対し権力を行使するとき，そのグループは国家，グ 

ループのメンバーは市民， グループの意向を体し権力の代理執行をする機関は政府である。そして 

グループの規模が国家の規模である。

グループの規模は所与ではなく， グループの最適化行動の結果として決定される。公益よりグル 

ープが得る純効用からメンバ一の与件操作の費用（効用表示）を差し引いた残額を最大化するよう 

にグループの規模は定められる。かくしてその公益を生命• 財産の保全のサ一ヴィスとするならば， 

そのグループの最適規模こそが国家の規模である。国家とは共同防衛の結託であるから，共通の敵 

に対する恐怖心がうすれ，代ってメ 'ノバ一間に不信の念が増大すると，それは共同防衛においてメ 

ンバーがフリー . ライダーに一層なりやすいことを意味し，そのフリー•ライダ一防止のための与 

件操作の費用が増大する。われわれの理論によれば，その結果，国家の規模は縮小する。その極限 

がホッブスのいう「万人の万人に対する闘争状態」である。逆に，共通の敵への恐怖心が強まり， 

メンバー間の不信の念が和らぐと，国家の規模は増大し，その極限が世界国家である。近年の地球 

規模での環境破壊は人類全体にわたってその生命を危機にさらしている。この進行の阻止こそ地球 

全体の公益である。この公益への欲求が増大すると国家の規模は増大し，その極限において世界国 

家が生ずるのである。

なお以上の議論はグル一プ一般を考え，国家はその特殊ケースにあたるとするものである。ここ 

に国家というグループと他のグループ，例えば労働組合との差異を考察する必要があるが，それは 

別の機会に譲りたいとおもう。
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